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	さっぽろ子どもの歯と口腔の健康づくり優良認定施設制度要綱 
	 
	　（目的） 
	 
	　（実施主体） 
	　（定義） 
	　（認定対象施設） 
	　（優良認定施設の義務） 
	　（認定の辞退） 
	第１１条　優良認定施設は、認定の辞退について、市長に申し出ることができる。 
	２　認定要件を満たさずに変更があった場合は、辞退届（様式４）を札幌市長に提出しなけ 
	　ればならない。 
	 
	　（雑則） 



